
平成 23 年 4 月 11 日（月） 

首都高速道路株式会社 

神奈川管理局 

 

 

 

 

 

 

高速湾岸線(大黒ふ頭内)の橋桁補修工事を行うにあたり、橋桁および橋脚に仮設足場を設置す

るために、国道 357 号大黒ふ頭出口の交通規制を実施いたします。 

 

交通規制実施中は、国道 357 号大黒ふ頭出口の『生麦方面の通行止め』を行いますので、生麦

方面へは『大黒海つり公園側からのう回』をお願いいたします。 

 

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

国道 357 号交通規制詳細 

規制箇所 規制期間（予定） 規制曜日・時間 

国道 357 号大黒ふ頭出口 

→生麦方面出口 

※大黒海つり公園側出口はご

利用いただけます 

平成 23 年 4 月 11 日（月）

～平成23年 7月 30日（土）

月曜日～土曜日の 

20 時 30 分～翌朝 6時 

※日曜日は交通規制を行いませ

ん 

※荒天時等には、交通規制を行わない場合があります 

 

 大黒ふ頭出口は、横浜市港湾局が管理している区間です。 

 大黒ふ頭出口の交通規制を実施するのは、首都高速道路株式会社です。 

お問い合わせは、首都高速道路株式会社にお願いいたします。 

 

 

問い合わせ先 

首都高速道路株式会社 神奈川管理局 保全工事グループ 

電話番号 045-451-7950 

横浜ベイブリッジ下・国道 357 号（本牧ふ頭～大黒ふ頭） 

大黒ふ頭出口の交通規制について 




